
   深谷市図書館資料 複 写取 扱 要領  

（平 成３ ０ 年 ８ 月１ ７日 深 谷市 教育 委員 会 教育 長決 裁）  

 （ 趣旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 深 谷 市 立 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い

う。）が 所蔵 す る 資料 等の 複 製物 の提 供（ 以 下「 複 写」とい

う。）の 取扱 い に 関し 、深 谷 市図 書館 条例 施 行規 則（ 平成 １

８年 深谷 市 教育 委員 会規 則 第３ ４号 ）で 定 める も のの ほか 、

必要 な事 項 を定 める もの と する 。  

 （ 対象 資 料）  

第 ２ 条  複 写 の 対 象 と な る 資 料 は 、 図 書 館 が 所 蔵 す る 資 料 及

び 他 の 図 書 館 か ら 貸 出 し を 受 け た 資 料 （ 貸 出 し を し た 図 書

館（ 以 下「 貸 出館 」とい う。）が複 写 を禁 止し た 資料 を除 く。）

とす る。  

 （ 使用 目 的）  

第 ３ 条  複 写 は 、 複 写 を 希 望 す る 個 人 （ 以 下 「 複 写 希 望 者 」

とい う。）の求 め に応 じ 、そ の 調 査研 究の 用 に供 する 場合 に

限り 、行 う こと がで きる 。  

 （ 複写 範 囲及 び部 数）  

第４ 条  複 写で きる 範囲 は 、別 表に 定め る 。  

２  複写 の 部数 は、 １部 と する 。  

 （ 手続 ）  

第 ５ 条  複 写 希 望 者 は 、 複 写 申 込 書 （ 別 記 様 式 ） に 必 要 事 項

を 記 入 し 、 複 写 の 対 象 と な る 資 料 を 持 参 の う え 、 図 書 館 職

員に 提出 し なけ れば なら な い 。  

２  図 書 館 職 員 は 、 複 写 申 込 書 と 複 写 物 を 確 認 す る も の と す

る。  

３  複 写 希 望 者 が 図 書 館 に 来 館 で き な い 場 合 は 、 郵 送 を も っ

て複 写を 受 け付 ける もの と する 。  

４  前 項 の 規 定 に よ る 複 写 の 申 込 は 、 複 写 の 対 象 と な る 資 料

及び その 複 写部 分が 明確 な 場合 に限 り行 う もの とす る。  



５  郵送に要する経費 は、 複写 希 望者 の 負担 とす る 。  

 （ 複写 方 法）  

第 ６ 条  複 写 す る た め の 複 写 機 は 、 図 書 館 に 備 え 付 け ら れ た

機器 を用 い るも のと する 。  

２  複 写 は 、 原 則 複 写 希 望 者 が 行 う も の と す る 。 た だ し 、 国

立 国 会 図 書 館 そ の 他 の 貸 出 館 が 複 写 を 複 写 希 望 者 に 行 わ せ

る こ と を 禁 止 し て い る 場 合 並 び に 住 宅 地 図 の 複 写 及 び 国 立

国 会 図 書 館 デ ジ タ ル 化 資 料 送 信 サ ー ビ ス に 係 る 複 写 に つ い

ては 、図 書 館 職 員が 行う も のと する 。  

 （ その 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 館 長 が

別に 定め る 。  

   附  則  

 こ の要 領 は、 決裁 の日 か ら施 行す る。  

  



別表（第４条関係）  

 

 図 書  

単行 本  本 文 の半 分 以下 。  

複 数 冊 の も の

（上・中・下等 ） 

各冊 の半 分 以下 。  

前書 き、後 書き 、

解説 等  

個々 の半 分 以下 。  

付録（ 型紙 、旅 行

ガ イ ド の 地 図

等）  

個々 の付 録 の半 分以 下 。  

全集・選集・短 編

集・ 論文 集 等  

個々 の著 作 の半 分以 下 。  

俳句 集・短編 集・

詩集 ・歌 詞 集  

１ 冊 を １ 著 作 と 見 な し 、 個 々 の 図 書

の半 分以 下 。  

譜面 集  １ 曲 を １ 著 作 と 見 な し 、 １ 曲 の 半 分

以下 。  

 逐 次刊 行 物  

雑誌 最新 号  複写 不可 。  

雑 誌 バ ッ ク ナ ン

バー  

発 行 後 相 当 期 間 を 経 過 し た （ 原 則 と

し て 次 号 が 発 行 さ れ た 時 点 ） 記 事 に

つい ては 、１ 冊 の半 分以 下 の 範 囲で 、

個々 の 記 事 の全 部分 。  

半年 刊 、不 定 期 刊の もの に つい ては 、

次 号 の 発 行 を 待 た ず 、 発 行 後 ３ 月 を

経 過 し た 時 点 で 相 当 期 間 を 経 過 し た

もの と見 な す。  

付録  本誌 と同 じ 扱い 。  

年鑑・白書・新 聞 １冊 の半 分 以下 。図 書と し て扱 う。  



縮刷版等  

新聞 最新 号  複写 不可 。  

新 聞 バ ッ ク ナ ン

バー  

全 紙 面 の 半 分 以 下 の 範 囲 で 、 個 々 の

著作 の全 部 分。日 刊紙 につ い ては 、発

行 日 の 翌 日 に は 相 当 期 間 経 過 し た も

のと 見な す 。  

 地 図  

１枚 もの  半分 以下 。  

地図 帳  地 図 帳 で １ 著 作 と 見 な し １ 冊 の 半 分

以下 。  

住 宅 地 図 （ ゼ ン

リン ）  

見 開 き の 半 分 以 下 。 見 開 い た 両 頁 で

１著 作。  

国 土 地 理 院 発 行

の地 図  

全面 複写 可 。た だ し、国 土地 理院 発 行

の地 図を 加 工し た地 図を 除 く。  

 写 真集 ・ 絵画  

１ 枚 も の 、 写 真

集・ 絵画 集  

複写 不可 。  

カッ ト集  １冊 の半 分 以下 。ただ し 、複 写可 と 表

示の ある も のは 全部 分 。  

 カ セッ ト テー プ・ ＣＤ ・ ビデ オテ ープ ・ ＤＶ Ｄの 解説 書 等  

ジャ ケッ ト  複写 不可 。写 真・絵画 に準 じ る。た だ

し 、 曲 目 等 書 誌 情 報 が 書 か れ て あ る

もの は可 。  

解説 書（ 歌 詞集 ） １ 冊 を １ 著 作 と 見 な し 、 解 説 書 の 半

分以 下。  

別冊 ・付 録 等  １冊 の半 分 以下 。図 書に 準 じる 。  

 深 谷市 等 の刊 行物  

市 及 び 自 館 で の

編集 刊行 物  

全部 分。  



 深谷市立図書館が契 約す るオ ン ライ ン デー タベ ー ス  

オ ン ラ イ ン デ ー

タベ ース  

複 製 物 の 提 供 に つ い て 許 諾 、 又 は 契

約 上 制 限 規 定 要 件 の 範 囲 内 に お い て

は可 。た だ し、 紙へ の複 写 のみ 。  

 著 作権 法 第３ １条 以外 の 複写  

著 作 権 処 理 の 済

んだ もの  

著 作 権 法 第 ３ １ 条 の 要 件 を 満 た さ な

い 複 写 の 依 頼 に つ い て は 、 利 用 者 が

個 々 の 著 作 権 処 理 を し 、 著 作 権 者 の

許諾 書の 提 示を 条件 に複 写 可。  

著 作 権 法 第 １ ３

条に よる 複 写  

官報 、公報 、国 又 は地 方公 共 団体 が作

成し た法 令 集・判 例集 は 、発 行と 同 時

に 全 部分 。  

著 作 権 法 第 ４ ２

条に よる 複 写  

裁 判 手 続 の た め に 必 要 と 認 め ら れ る

場 合 は 、 そ の 認 め ら れ る 限 度 に お い

て複 写可 。  

著 作 権 の 保 護 期

間 を 過 ぎ た 著 作

物  

著 作 権 法 第 ５ １ 条 か ら 第 ５ ３ 条 ま で

の 規 定 に よ り 、 著 作 者 が 個 人 の 場 合

は 死 後 ５ ０ 年 、 共 同 著 作 に つ い て は

最 後 の 著 者 の 死 後 ５ ０ 年 、 団 体 著 作

物 ・ 写 真 に つ い て は 公 表 後 ５ ０ 年 を

経過 した も のは 、そ の 全 部 分 。  

 


